
2024年度 第1回 アカデミア臨床開発セミナー

臨床研究法と倫理指針

Clinical Trials Act and ethical guidelines

平成30年４月１日に施行された臨床研究法（平成29年法律第16号）は、

令和３年１月より附則第２条第２項における法施行後５年見直しが厚生科

学審議会臨床研究部会において検討され、令和４年６月３日にとりまとめ

が公表された。このとりまとめの内容を受けて、今国会において法改正の

審議が予定されている（R6年４月現在）。

また、令和６年４月には、医療分野の研究開発に資するための匿名加工

医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律（平成29年法律第28号。通称

「次世代医療基盤法」）が改正されたことに伴い、「人を対象とする生命

科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」（以下「ガイダンス」と

いう。）が改訂された。

今回、臨床研究法及びガイダンスの改正（訂）内容について概説する。
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2024年5月31日（金）

オンライン開催（Zoom事前登録制）

17:30 –19:00

※ ご参加には事前登録が必要です。下記リンクからご登録ください。

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rf-yhrDsiEtUxgUEreenWJ_m7htvPKDAv

ご登録頂いた方にはZoomから、ログイン情報を含む登録確認メールをお送りいたします。

ご登録頂きました情報は当セミナー運営の目的のみに使用いたします。

主催：大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 

お問い合わせ：大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部

E-Mail：seminar@dmi.med.osaka-u.ac.jp

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rf-yhrDsiEtUxgUEreenWJ_m7htvPKDAv
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